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（1）入金の流れ（用品販売）

支払方法が、クレジットカード払いの場合のみ注文から30日以内にお支払いの確定操作が必要です。
コンビニ払いの場合、お支払いの確定操作は不要です。

２．注文された用品のお支払いを確定します

3

翌月15日から5営業日以内に登録口座へ入金します。
通帳に印字される名義は、「ｺﾄﾞﾓﾝｼｭｳｷﾝｻｰﾋﾞｽ」です。
※「用品販売」「いつでも請求」をどちらも利用の場合は、それぞれの入金額を合算し入金します。

入金の対象は以下の通りです。
● クレジットカード払い ：当月1日から月末までにお支払いが確定された注文
● コンビニ払い ：当月1日から月末までにコンビニ窓口で支払済みの注文

１．保護者が用品を注文・お支払いします

3．コドモンから施設へ入金します

【例】4月に入金がある場合



（2）入金額の計算方法（用品販売）　

注文ごとに手数料を算出します。
注文ごとの金額に3.8％のサービス料を加算し、その金額に消費税10％をかけた金額が手数料です。

１．手数料の算出をします

4

注文ごとの金額から手数料を差し引き、合算した金額が入金額です。

２．入金額の算出をします

【例】4月に入金がある場合



（3）入金の流れ（いつでも請求）

2．コドモンから施設へ入金します

5

１．保護者がお支払いします

翌月15日から5営業日以内に登録口座へ入金します。
通帳に印字される名義は、「ｺﾄﾞﾓﾝｼｭｳｷﾝｻｰﾋﾞｽ」です。
※「用品販売」「いつでも請求」をどちらも利用の場合は、それぞれの入金額を合算し入金します。

入金の対象は前月1日から月末までに集金済となった請求



（4）入金額の計算方法（いつでも請求）

決済ごとに手数料を算出します。
決済額に3.8％のサービス料を加算し、その金額に消費税10％をかけた金額が手数料です。
※小数点以下は切り捨てます。

１．手数料の算出をします

6

集金済となった金額の合計から手数料を差し引いた金額が入金額です。

２．入金額の算出をします

【例】4月に入金がある場合


